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　案件により、設置場所の近傍に既設電源がない場合がございます。
電源の確保（引込工事等）が必要となる場合、その費用は貴県のご負
担となりますでしょうか、あるいは落札者の負担となりますでしょうか。
　また上記費用が落札者負担となる場合、施工業者については落札
者側で選定・指定しても差し支えないでしょうか。

　電源の確保にかかる費用の負担につきましては、落札者の御負担
となります。設置場所や電源についての詳細は、各施設管理者にお
問い合わせください。
　施工業者につきましては、落札者で選定・指定していただいて差し支
えありません。
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